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令 和 ３ 年 ２ 月 ９ 日 
総 合 支 所 
子 ど も ・ 若 者 部 
世 田 谷 保 健 所 

 
多胎児を育てる家庭への支援事業の充実について 

 

１ 主  旨 

平成２８年７月より「世田谷版ネウボラ」を開始し、すべての子育て家庭を対象に妊

娠期からの切れ目のない支援に取り組んでいる。母子保健事業や子育て支援事業での相

談において、多胎児の保護者は、妊娠期から将来の育児への不安を持ち、出産後の身体

的負担や疲労が大きいということから、これまでも、育児に関する個々の相談に継続的

に対応し、見守るとともに必要な支援につなげてきた。 

令和２年度からの子ども計画（第２期）後期計画も踏まえ、既存事業の活用と新たな

事業の実施により、東京都の多胎児家庭支援に関する補助金も活用しながら、多胎児を

育てる家庭への妊娠期からの支援の充実を図る。 

 

２ 現状の主な取組みと課題 

（１）主な取組み 

  ①ネウボラ・チームによるネウボラ面接において、多胎妊婦を把握し、必要な情報

提供を行うとともに、母子保健コーディネーターや地区担当保健師が電話や訪問

等により、妊娠期から子育て期にわたって継続的なフォローを実施している。 

  ②ネウボラ・チームや地域子育て支援コーディネーターが、児童館やおでかけひろ

ば等で実施されている多胎児の会を紹介する等、妊娠期から地域資源へのつなぎ

を行っている。 

（多胎児の会の令和元年度開催実績：児童館６館、おでかけひろば８か所） 

  ③区立産後ケアセンターでは、多胎児にも対応した広めの居室を２室設けており、

母の休養等の他、助産師による多胎児を育てる際のノウハウの提供等を通じて、

育児負担軽減を図っている。 

（多胎児家庭の令和元年度利用実績：２４家庭） 

  ④産前・産後の体調不良や育児能力の低下等により、一時的に生活支援を必要とす

る１歳未満の乳児を育てる家庭に対し、その時期を乗り切り、養育困難家庭に陥

らないようにするため、ヘルパー訪問による支援（利用期間３か月、延長１回可）

を行っている。（産前・産後訪問支援事業（さんさんプラスサポート）） 

このヘルパー訪問は、各総合支所保健福祉センター健康づくり課の保健師が、ネ

ウボラ面接や乳児健診等でのアセスメントによって把握した、支援を必要とする

家庭に対して行っている。なお、さらなる支援が必要な家庭については、養育支

援等ホームヘルパー訪問事業等へつないでいる。 

   （多胎児家庭の令和元年度利用実績：１０家庭（全７３家庭のうち）） 
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 ⑤地域子育て支援コーディネーターが、多胎児の会等へアウトリーチでの相談を行

うとともに、必要に応じて同行支援を実施している。 

 

（２）課題 

個々の取組みに関わる、各総合支所保健福祉センター健康づくり課の保健師を始め、

地域子育て支援コーディネーター、児童館、おでかけひろば等の支援者へ取組みに関

するアンケート調査を実施するとともに、当事者である多胎児を育てる家庭の声を直

接伺う機会を作った。 

その結果、（１）のような支援を行っているが、多胎児の出産・育児に対する妊娠期

からの不安は強く、特に外出の困難や母子ともに健康状況が悪化しやすい出産直後か

ら０歳児期に、人的サポートを中心とした以下のような支援の充実等が求められてい

ることが把握できた。 

  ①多胎児家庭に特に必要となる情報をよりきめ細かく提供していくことや妊娠期か

ら地域資源につながりやすくする仕組み 

  ②母子ともに健康状況が悪化しやすい産後の時期を中心としたサポート 

  ③乳児健診・予防接種や通院、おでかけの際の移動時の負担軽減のためのサポート 

  ④必要な時に子どもを預けたり、育児をサポートしてくれたりする身近で気軽な利

用しやすい仕組みやサービス 

 

３ 新たに充実する取組み（別紙１参照） 

ヘルパー訪問事業の充実や移動支援事業の実施により、健康状況が悪化しやすい産

前・産後の時期や乳児健診、多胎児家庭の交流会への参加等の外出時に身体的負担感や

疲労感、経済的負担の軽減を図るとともに、既存事業の充実等により、多胎児を育てる

家庭がサービスを利用しやすくすることで、子育ての負担軽減を図る。 

（１）リーフレットの作成・配布等【新規】 

多胎児を育てる家庭向けの情報を分かりやすく当事者や支援者に発信するため、リー

フレットを作成・配布する等、情報発信の強化を図る。リーフレットは、ネウボラ面接

のプランシートとあわせて活用できるように内容を工夫する。 

（２）ヘルパー訪問事業【充実】 

令和元年度より実施している産前・産後訪問支援事業の仕組みを活用したヘルパー訪

問事業を実施し、必要に応じて保護者と関りを持ちながら、健康状況が悪化しやすい時

期や乳児健診、通院等の外出時を中心として、保護者の身体的負担感や疲労感の軽減を

図る。 

なお、産前・産後訪問支援事業では、各総合支所保健福祉センター健康づくり課の保

健師による事前のアセスメントにより利用を決定しているため、区民周知をしていない

が、本事業については、多胎児を育てる家庭（多胎妊婦を含む）であれば利用できるも

のとし、広く区民周知を行う。 
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【事業内容】 

対象世帯数 年間１６０世帯程度（多胎妊婦及び１歳未満の多胎児を育てる家庭） 

受 付 場 所 各総合支所保健福祉センター健康づくり課 

利 用 上 限 １２０時間（妊娠期～１歳未満）  

※産前・産後訪問支援事業の利用上限に加え、多胎児を育てる家

庭の負担を考慮して、上限を設定する。 

実 施 方 法 ヘルパー訪問事業及びヘルパー訪問事業者と利用家庭とのマッチン

グ事業を委託により実施 

※ヘルパー訪問事業は、産前・産後訪問支援事業の一部である

ため、同一事業者へ委託するとともに、利用家庭の増加を見据え、

新たな事業者の確保を図っていく。 

※マッチング事業も、産前・産後訪問支援事業のマッチング事業

に含める。 

区民負担額 無料 

開 始 時 期 令和３年４月より受付を開始し、マッチングが成立次第、訪問を開

始する。 

事業スキーム 別紙２のとおり 

（３）移動支援事業（タクシー代助成）【新規】 

乳児健診等の母子保健事業や多胎児家庭の交流会への参加等の際に利用したタクシー

代を助成することで、外出時の経済的負担を軽減し、外出を促進する。 

【事業内容】 

対象世帯数 年間８０世帯程度（１歳未満の多胎児を育てる家庭（多胎妊婦は対象外）） 

受 付 場 所 子ども・若者部子ども家庭課 

利 用 上 限 ２４,０００円 

利 用 条 件 出産後に保健師等の専門職との個別面接等が必要 

実 施 方 法 保護者からの申請により、償還払いによって実施 

開 始 時 期 令和３年４月利用分から助成対象とする。 

事業スキーム 別紙２のとおり 

（４）ファミリー・サポート・センター事業【充実】 

  利用説明会への出席が難しい場合は、個別に対応する等、多胎児を育てる家庭にも

配慮した取組みをすでに行っているが、さらに、ひとり親家庭、生活保護世帯又は区

民税非課税世帯に属する利用会員等に限られていた援助会員との優先的なマッチング

を、多胎児を育てる家庭にも広げ、サービスを利用しやすくなるよう進める。 

 

４ 今後の展開 

  これまでも取り組んでいる地域子育て支援コーディネーターによる同行支援等のア

ウトリーチ活動について、より多くの多胎児を育てる家庭に対応できるよう、相談・

支援体制の充実を図る。 

あわせて、保護者のリフレッシュや休養の機会の確保を図るため、多胎児を育てる
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家庭は、登録したほっとステイで優先的な予約ができる仕組みの検討を進める。 

さらに、児童館やおでかけひろば等で実施されている多胎児の会等、既存の地域資

源があり、多様な主体による多胎児支援のピアサポートの取組みがあるため、これら

の取組みを支えながら、さらなる展開をできる仕組みの検討を進める。 

また、これらの支援をとおし、育児困難や養育不安等のさらなる支援が必要な状況

が把握できた場合には、子ども家庭支援センター等と連携し、対応していく。 

なお、東京都の多胎児家庭支援に関する補助金も活用していることから、東京都の

補助金の内容が変更となった場合には、必要に応じて事業の見直しを行う。 

 

５ 経費概算 

24,078 千円（特定財源：21,713 千円） 

 【内 訳】 

・リーフレットの作成・配布等 

歳出 143 千円、歳入 66 千円（都子供家庭支援区市町村包括補助事業 1/2） 

・ヘルパー訪問事業 

歳出 22,015 千円、歳入 19,727 千円（国母子保健医療対策総合支援事業及び 

                  都とうきょうママパパ応援事業 10/10） 

・移動支援事業（タクシー代助成） 

歳出 1,920 千円、歳入 1,920 千円（都とうきょうママパパ応援事業 10/10） 

 

６ 今後のスケジュール（予定） 

令和３年４月    各事業の開始 



「世田谷版ネウボラ」による多胎児家庭支援の目指す姿イメージ

・家事育児の人手が足りず、サポートが欲しい
・外出したいけど、気軽に外出できない
・これからどんなことが待ち受けているか不安
・どんなサービスが受けられるかわからない
・・・・

産前 産後

・ファミリー・サポート・センター事業【充実】
援助会員と多胎児家庭との優先的なマッチング

・ヘルパー訪問事業【充実】
産前・産後訪問支援事業の仕組みを活用し、妊娠期から１歳未満の多胎児家庭へ訪問

1歳4か月

区では、すべての子育て家庭を
対象に、妊娠期からの切れ目の
ない子育て支援を医療・地域と
連携し、取り組んできた。

子育ての負担等が特に大きい多
胎児を育てる家庭に対し、既存
事業の活用と新たな事業の実施
により支援を充実する。

移動時
の助成

外出時の
サポート

・地域子育て支援コーディネーター（利用者支援事業基本型） 多胎児の会等へアウトリーチでの相談を行うとともに、必要に応じて同行支援を実施

・おでかけひろば 多胎児の保護者同士や多胎育児経験者との交流会が実施されている。（令和元年度：８か所で実施）

・産後ケア事業
きょうだい・多胎児家庭向け居室や助産
師によるノウハウの提供

・移動支援事業（タクシー代助成）【新規】
乳児健診や交流会参加等の際のタクシー代を助成（保健師等による面接が必要）

・児童館 多胎児の保護者同士や多胎育児経験者との交流会が実施されている。（令和元年度：６館で実施）

・ほっとステイ
多胎児家庭は、登録したほっとステイで優先的な予約が
できる仕組みの検討を進める。

多胎児の会

（
ネ
ウ
ボ
ラ
面
接
で
の
支
援
プ
ラ
ン
作
成
等
）

ネ
ウ
ボ
ラ
・チ
ー
ム

・多胎児家庭向けのリーフレットの作成・配布等、情報発信の強化【新規】
医療機関等にも配布することで、妊娠期面接時に多胎と分からなかったケースも医療機関がフォローできるきっかけとする。

ネウボラ・チームによる継続的なフォロー

妊娠期から地域につながり、多胎児を育てる
イメージができ安心して子育てができる 「世田谷版ネウボラ」による切れ目のない支援

3~4か月
健診

1か月
健診

6~7か月
健診

9~10か月
健診

1.6歳
健診

別紙１



◎ヘルパー訪問事業スキーム 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎移動支援事業（タクシー代助成）スキーム 

 

 

１歳未満の多胎児を育てる家庭 

（多胎妊婦を含む） 

保健福祉センター健康づくり課 

総合的な支援の調整 (保健師） 

ヘルパー事業者 

・訪問支援 

・訪問支援時の状況報告書記載 

・緊急時の保健師への連絡 等 

                

別紙２ 

⑧訪問支援時の

状況報告等 

（子ども家庭課経由） 

①申請 ③マッチング依頼

（子ども家庭課経由） 

②決定及びチケット交付 

（子ども家庭課経由） 

利用者支援事業基本型  

中間支援センター  

・訪問日程の調整 

・地域資源の紹介 

・利用家庭へのヒアリング  等 

⑦ヘルパー訪問 ④日程等の聞き取り 

タクシー事業者 

⑥訪問事業者の 

決定連絡 

⑤マッチング 

②利用（運賃支払い） 

・子育て支援の情報を 

豊富に持っている 

・子育て団体などの地域

資源とつなぐことが

できる     等 

子ども家庭課 

情報共有 

④助成金支払い 

１歳未満の多胎児を育てる家庭（多胎妊婦は対象外） 

③利用後に請求 

保健福祉センター健康づくり課 

 (保健師等の専門職） 

①出産後に 

個別面接等 


